
農業用機械等の導入を検討されている皆さまへ

人・農地プラン集落座談会、農地中間管理事業説明会

　農業用機械・施設の導入を希望される方の申し込みを受け付けします。希望する方は、現時点では令和２年
度の要件を参考にしてお申し込みください。詳しい要件等は変更される場合があります。
１. 受け付けの条件
　①平成30年度以降、経営面積が拡大していること。
　②採択された場合は、金融機関から補助金を超える融資を受けること。
　③農業収入総額から費用を控除した額に人件費を加算した額（付加価値額）が、マイナスでないこと。
　Ａ. 地域担い手育成支援タイプ
　　１）補 助 率　事業費の３/10以内（上限額300万円）
　　２）対象設備　農業用機械・施設、事業費が整備内容ごとに50万円以上、耐用年数5年～20年以下
　　３）対象者および採択について
　　　　�　人・農地プランに位置付けられた中心経営体等（認定農業者・新規就農者等）が対象。５地区(木造・

森田・柏・稲垣・車力)別のポイント制。次の(1)の１人当たり平均に(2)地区ポイントを加え地区別に
高い順に採択。加えて採択年度から3年後を目標年度とする数値目標を設定し経営改善に取り組むこと。

　�(1). 助成対象者ポイントと成果目標
　　ポイントの内容
　　①付加価値額の現状、拡大の目標　②経営面積の拡大　③経営管理の高度化(法人化等)　
　　④新規就農(平成29年以降の認定就農者)　⑤農業者の育成(農業研修生の受入れ等)　⑥女性農業経営者
　　成果(必須)目標（３年度目を目標年度とし次表のアともう一つ以上を目標とすること）

ア　付加価値額の拡大に取り組む（必須）

イ　経営面積の拡大　　ウ　農産物の価値向上　　エ　単位面積当たり収量増加
オ　経営コストの縮減　カ　農業経営の複合化　　キ　農業経営の法人化
※キを選択した場合は、イ～カからも一つ以上選択する必要があります。

�　�(2). 地区ポイント(担い手への農地集積、農地集積割合の増加)

　Ｂ. 先進的農業経営確立支援タイプ
　　１）補�助�率　　事業費の３/10以内（上限額：個人1,000万円、法人1,500万円）
　　２）対象設備　　事業費が整備内容ごとに50万円以上。耐用年数が５年～20年以下
　　３）対象者および採択について
　　　　　地域担い手育成支援タイプに加えて、付加価値額の拡大、経営コストの縮減等目標が高くなります。
２. 提出書類　見積書、カタログ、令和元年分農業確定申告(収入、経費、人件費、減価償却)等
３. 申し込み　12月24日（木）までに、農林水産課へお申し込みください。
　　　　　　　※農協組合員の方は、各農協にお問い合わせください。
４. 留意事項　�事業内容等は変更になる場合があります。また、採択された場合、年度達成状況報告書および

その根拠資料、作業日誌の提出が義務付けられます。
【問い合わせ先】農林水産課　電話42-2111（内線412）

　市内全域にお住いの方を対象に、人・農地プラン集落座談会および農地中間管理事業の説明会を合同開催し
ます。また、強い農業・担い手づくり総合支援交付金（旧経営体育成支援事業）、農業次世代人材投資事業（経
営開始型）、収入保険についても情報提供を行いますので、お気軽にご参加ください。
　日　時　12月17日（木）10時
　場　所　松の館２階�視聴覚室
※�農地中間管理事業は、経営規模を縮小する「出し手農家等」から「農地中間管理機構（公益社団法人あおも
り農林業支援センター）」が農地を借り入れ、一定要件のもと規模拡大を目指す「受け手農家」に、まとまっ
た農地を貸し付けるものです。　　　　　　　　【問い合わせ先】農林水産課　電話42-2111（内線412）
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つがる市入札参加資格審査申請書（定期受付）について

令和２年度「つがる市文化賞・スポーツ賞」候補者の募集

　今年度は、建設工事（市内に本店を有する方のみ）および測量・建設コンサルタント等、物品・役務の提供
等の入札参加資格審査申請書の受付となりますので、入札参加希望者は受付期間内に申請書類を提出してくだ
さい。
　申請書類の様式は市ホームページからダウンロードするか、管財課までお問い合わせください。詳細につい
ては、市ホームページをご覧下さるようお願いします。
受付期間　令和３年１月４日（月）～令和３年２月28日（日）　※閉庁日を除く
有効期間　建設工事（市内に本店を有する方のみ）　　　　 ：令和３年７月１日～令和４年６月30日
　　　　　測量・建設コンサルタント等、物品・役務の提供：令和３年７月１日～令和５年６月30日
提出方法　市内に本店を有する方：持参のみ（閉庁日を除く）
　　　　　市外に本店を有する方：持参、郵送、宅配便（郵送および宅配便は、最終日発送分まで有効）
【提出・問い合わせ先】〒038-3192　青森県つがる市木造若緑61-1　つがる市財政部管財課契約検査係
　　　　　　　　　　　電話42-2111（内線335・336・337）

 文　化　賞　  永年にわたり市の文化振興のために寄与した市民ならびに優れた文化活動の実績ある市民を表彰するため、候補者を募集します。
表彰基準
文化功労賞 ・概ね60歳以上で永年（20年以上）にわたり、市の文化振興のために寄与し、最も功労のあった方
文　化　賞
(個人・団体)

・公的機関等が主催する全国または海外での発表会等において、優れた評価を受けた方
・公的機関等の主催する東北地区の発表会等において、最高賞を受賞した方

文化奨励賞
(個人・団体)

・公的機関等が主催する全県的規模の発表会等において、最高賞を受賞した方
・永年にわたり県全体の文化振興に寄与し、その功績が優れていると認められる方

 スポーツ賞　  体育・スポーツの推進および発展に貢献した市民ならびにスポーツ競技大会で優秀な成績をおさめた市民を表彰するため、候補者を募集します。
表彰基準

体育功労賞 ・�スポーツ団体の指導育成または市スポーツの推進と発展のため永年にわたり貢献
し、その功績が顕著である方

特別スポーツ栄誉賞
（個人・団体）

・�オリンピック、パラリンピック競技大会、アジア競技大会または世界選手権大会に
おいて上位８位以内に入賞した方

スポーツ栄誉賞
（個人・団体） ・公的機関等が主催する全国的規模の大会において３位以内に入賞した方

スポーツ賞
（個人・団体）

・�公的機関等が主催する全県的規模の大会において優勝した方または東北圏域大会もし
くはこれと同等の大会において上位３位以内に入賞した方（招待による大会は対象外）

対象期間　　令和２年１月１日～令和２年12月31日　
提出期限　　令和３年１月６日（水）必着
そ の 他　
・推薦書は社会教育文化課または市ホームページよりお取り寄せ
　ください。
・文化賞、スポーツ賞とも、学生は在学する学校長より、その他
　一般は関係する団体の長による推薦とします。
・本推薦は、市の文化賞・スポーツ賞に関する規定によるもので
　あり、その受賞については市教育委員会で決定されます。
・受賞者が決定した場合は本人にその旨を通知します。
・授与式は、令和3年2月13日（土）を予定しています
（新型コロナウイルス感染症の状況により、内容変更または中止となる場合があります）。
・不明な点はお問い合わせください。　　　　

【申し込み・問い合わせ先】社会教育文化課　電話49-1200
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